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まつえ北商工会かわら版 令和7年12月

最低賃金の改定について

まつえ北商工会 バックナンバーはこちら→→

令和７年1１月1７日から島根県の最低賃金が改定されました！！

従業員の賃金が改定後の最低賃金を上回っているか確認しましょう。

島根労働局が取り扱う、労働者の賃金引上げを図る事業主を支援するための

助成金をご紹介します。賃金引き上げに向けて是非ご利用ください！

労働時間削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小事業

主に、外部専門家のコンサルティング、労働能率の増進に資する

設備・機器の導入等を実施し成果を上げた場合に助成します。

（1）働き方改革推進支援助成金

正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、

その規定を適用させた場合に助成します。パートタイム労働者

など非正規雇用労働者の賃金引上げが対象です。

（2）キャリアアップ助成金

（日給 ●円）÷（1日の所定労働時間）＝（時間額 ●円）≧（最低賃金1,033円）

最低賃金には、①臨時に支払われる賃金 ②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

③時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金 ④皆勤手当、通勤手当、および

家族手当は含まれません。

（1日の所定労働時間）×（年間所定労働日数）÷12か月＝月の平均所定労働時間

（月給 ●円）÷月の平均所定労働時間＝（時間額 ●円）≧（最低賃金1,033円）
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吾郷

山根

山根・玉木

マル経融資を活用しませんか？

マル経融資は、商工会の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に

必要な資金を無担保・無保証人・低金利でご利用できる制度です。商工会は皆様の経営・

資金繰りをサポートします。お気軽に商工会までご相談ください。

【マル経融資（小規模事業者経営改善資金）】

・融資対象 商業・サービス業：常時使用する従業員が５人以下の事業者

製造業・その他：常時使用する従業員が２０人以下の事業者

・融資限度額 ２,０００万円以内

・資金使途 運転資金および設備資金

・返済期間 １０年以内（うち据置期間２年以内）

・利率(年) ２．００％（令和７年１１月４日現在）※毎月変動

・融資機関 日本政策金融公庫

相続登記の義務化！放置すると罰金も！

商工会 会員募集

令和６年４月１日より相続登記（名義変更）が義務化されました。工場・店舗・事務

所・倉庫などの事業用不動産も対象となります。未対応の場合、罰金の対象となるだけで

なく、将来の事業承継にも支障をきたす恐れがあります。大切な事業を守るため、今すぐ

ご確認ください。

【義務化のポイント】

・開始日 令和６年４月１日から

・登記期限 相続の開始を知った日から３年以内に

※過去の相続も対象。対応期限は令和９年３月３１日まで

・罰則 正当な理由なく怠った場合、１０万円以下の過料

【事業者の皆様へ】

・相続登記をしていない不動産がないか、権利証や固定資産税の納税通知書などでご確認

をお願いします。未登記の不動産がある場合は法務局や司法書士へご相談ください。

まつえ北商工会では、鹿島町・島根町・美保関町・八束町で事業を営んでいる方の支援を

行っています。皆様のお近くで商工会に入っていない事業所様がおられましたら、ぜひ事務

局までお声がけいただきますようお願いいたします。当会は様々なご相談に対応します！

起業のご相談・・これから起業しようと考えている方、起業して間もない方の、

どんな小さな悩みもお受けいたします。

融資のご相談・・事業資金、創業資金、設備投資など経営状況に応じて

日本政策金融公庫や県の融資制度をご紹介しております。

補助金のご相談・事業者の皆さんのお話を伺った上で、条件に適した補助金制度を

ご提案します。事業計画の作成や実績報告をサポートをいたします。

税務のご相談・・日々の帳簿、決算書・確定申告の作成までサポートいたします。

また記帳業務の代行サービス(有料)も行っております。

その他の支援・・労働保険の事務受託、各種共済等の募集業務、経営セミナーの企画運営。

また会員間の交流を深めるため親睦旅行等のイベントも行っております。
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松本

松本

柳原

職員コラム

早いもので今年も残りわずかとなりました。

巳年の2025年は物価高騰の波に追われ、育ち盛りを3人抱える筆者は

ヘビのように這いつくばって過ごしてきたように思います。

2026年は申告時期とダブル受験のトリプル卒業…で公私ともに慌た

だしい幕開けとなりそうですが、年末はしっかり充電し、子供たち

に負けず飛躍できるよう頑張りたいと思います。

笑顔と元気で軽やかに前に進む1年となりますように…(Y.N)

年末調整のお知らせ

年末調整を行う時期となりました。税務署から送付される年末調整関係書

類や、従業員の控除証明書など、書類を整理して取り掛かりましょう。

源泉所得税の納付の特例申請をしている事業者の方は、７月～１２月分の

源泉徴収税額を令和８年１月２０日（火）までに納付する必要があります。

商工会で年末調整事務指導を受けている事業所の方には、後日指導日をご案

内しますのでご確認ください。

令和７年度の税制改正により、所得税の基礎控除の見直し等変更点があります。

詳しくは国税庁のＨＰをご確認ください。

確定申告の準備をはじめましょう

令和７年分の確定申告期間：令和８年２月１６日（月）～３月１６日（月）

確定申告の時期が近づいてきました。申告に必要な証明書等が手元に届き始めます。

紛失した場合、再発行に時間がかかることがありますので、大切に保管してください。

①「確定申告のお知らせ」ハガキ（見本 ）

来年1月下旬に送付されます。所得税の中間納付金額、

消費税の申告方法、振替納税の利用内容等の重要な情報が

記載されていますのでご確認ください。

商工会で決算・申告をされる方は、担当者にご提出ください。

② 各種控除証明書等

【１０～１１月に届く主な書類】

◆生命保険料控除証明書

◆地震保険料控除証明書

◆住宅借入金の年末残高証明書

◆国民年金控除証明書

◆小規模企業共済掛金払込証明書

【１月に届く主な書類】

◆公的年金等の源泉徴収票（見本 ）

◆支払調書・源泉徴収票など

◆国民健康保険の源泉徴収票

良いお年を

お迎えください
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出産後・子育て　…　吾郷

中退共　…　金織
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